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衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
障
碍
者
差
別
解
消
法
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
障
碍
者
差
別
解
消
法
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
全
て
の
国
民
が
、
障
害
の

有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
社
会
を
実
現
す
る
た

め
に
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
の
周
知
を
図
り
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
に
つ
い
て
国
民
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
必
要
と
考

え
て
い
る
。

内
閣
府
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
に
向
け
た
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
、
法
の
概
要

や
難
病
に
起
因
す
る
障
害
も
法
の
対
象
と
な
る
旨
等
を
記
載
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
及
び
配
布
、
法
第
七
条
第
二
項
に

規
定
す
る
必
要
か
つ
合
理
的
な
配
慮
等
の
具
体
例
の
収
集
、
整
理
及
び
公
開
等
の
取
組
を
通
じ
て
法
の
周
知
に
取
り
組
ん
で

き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
内
閣
府
を
中
心
に
、
関
係
府
省
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
、
障
害
者
団
体
等
の
多
様

な
主
体
の
連
携
の
下
、
各
種
啓
発
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
に
つ
い
て
国
民
の
関
心

と
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

一



三
に
つ
い
て

法
の
主
務
大
臣
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
者
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
又
は
国
家
公
安
委
員

会
と
さ
れ
て
お
り
、
主
務
大
臣
は
、
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
者
が
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
指
針
（
以

下
「
対
応
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
主
務
大
臣
又
は
法
第
二
十
二
条
及
び
障
害
を
理
由

と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
三
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に

規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
等
が
事
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
等
は
、
法
第
十

二
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
八
条
の
規
定
の
施
行
に
関
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
対
応
指
針
に
定
め
る
事

項
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
報
告
を
求
め
、
又
は
助
言
、
指
導
若
し
く
は
勧
告
（
以
下
「
指
導
等
」
と
い
う
。
）

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
御
指
摘
の
「
ア
パ
ー
ト
の
入
居
を
拒
否
さ
れ
た
場
合
」
に
つ
い
て

は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
入

居
を
希
望
す
る
者
に
対
す
る
仲
介
を
拒
否
し
た
場
合
等
に
お
い
て
は
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
対
し
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道

府
県
知
事
が
、
御
指
摘
の
「
飲
食
店
が
障
碍
者
の
入
店
を
拒
否
し
た
場
合
」
に
つ
い
て
は
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
営
業
者
の
う
ち
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百

二



二
十
九
号
）
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
を
行
う
も
の
に
対
し
厚
生
労
働
大
臣
又
は
同
法
第
二
十
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
等
が
、
そ
れ
ぞ
れ
指
導
等
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

四
に
つ
い
て

内
閣
府
の
調
査
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
時
点
に
お
け
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
方
公
共
団

体
等
職
員
対
応
要
領
（
以
下
「
対
応
要
領
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
て
い
る
市
区
町
村
の
数
は
、
千
百
五
で
あ
る
。
ま
た
、

内
閣
府
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
対
応
要
領
の
策
定
を
促
す
た
め
、
対
応
要
領
の
必
要
性
及
び
策
定
方
法
を
分

か
り
や
す
く
示
し
た
資
料
を
作
成
し
、
地
方
公
共
団
体
に
提
供
す
る
な
ど
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
が
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
障

害
者
差
別
解
消
支
援
地
域
協
議
会
（
以
下
「
地
域
協
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
お
い
て
関
係

機
関
（
同
項
に
規
定
す
る
関
係
機
関
を
い
う
。
）
が
行
う
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
に
関
す
る
相
談
及
び
当
該
相
談
に
係
る

事
例
を
踏
ま
え
た
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
取
組
を
効
果
的
か
つ
円
滑
に
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。
地
域
協
議
会
が
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
数
は
増
加
し
て
い
る
が
、
よ
り
多
く
の
地
域
協
議
会
が
組
織
さ
れ
る
こ
と
が
望

三



ま
し
い
と
考
え
て
お
り
、
引
き
続
き
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
平
成
二
十
九
年
五
月
に
策
定
し
た
「
障
害
者
差
別
解
消
支

援
地
域
協
議
会
の
設
置
・
運
営
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
周
知
を
図
る
ほ
か
、
有
識
者
を
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
派

遣
す
る
な
ど
の
取
組
を
通
じ
て
、
地
域
協
議
会
が
円
滑
に
組
織
さ
れ
る
よ
う
後
押
し
し
て
ま
い
り
た
い
。 四


